
 

公立大学法人評価委員会について 

 

１ 評価委員会とは 

評価委員会は、公立大学法人を設立する市が法人の業務の実績に関する評価を客観的か

つ中立公正に行うために、市長の附属機関として設置する委員会である。（地方独立行政

法人法第11条） 

 

２ 評価委員会の概要 

（１）委員会の組織 

委員会は５人以内で組織し、委員は経営又は教育研究に関し学識経験のある者のう

ちから、市長が委嘱する。 

（２）委員の任期 

委員の任期は３年間で、再任することができる。 

【委員任期：令和7(2025)年7月4日から令和10(2028)年7月3日まで】 

 

３ 評価委員会の所掌事務 

（１）市長に対する意見 

・市長が中期目標（大学の６年間の教育・研究、業務運営や財務に関する目標） 

を作成する際の意見 

・法人が作成した中期計画を市長が認可する際の意見 など 

（２）業務の実績に関する評価 

・各年度の大学自己点検評価に関する助言、意見 

・中期目標期間における業務の実績に関する評価 

・法人に対する評価結果の通知及び業務運営の改善勧告 

・法人に対する評価結果、勧告の市長への報告及び公表 など 

 

４ 今後について（主な業務） 

・年度ごとに大学が実施する自己点検評価に対して助言、意見（2025 年度～2027 年度） 

・新学部・大学院設置における第 2 期中期目標の変更に伴う意見（2025 年度） 

  ・第 2期中期目標及び第 2期中期計画における業務実績見込評価（2027 年度） 

 

 

 

資料３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


